
納  税  課 
 

管理係 

 

１ 市税収入状況 

(1) 現年度分 

税  目 区 分 
予算額Ａ 

(千円) 
調定額Ｂ 

(円) 
収入済額Ｃ 

(円) 
還付未済額Ｄ 

(円) 
純収入額Ｅ 
(C-D) (円) 

徴収率(%) 

対予算 

E/A 

対調定 

E/B 

市民税 

個 人 
(1.1.1) 

16,159,160  16,381,483,306 16,231,544,096 2,123,158 16,229,420,938 100.4 99.1 

法 人 
(1.1.2) 

1,058,041  1,058,315,200 1,053,174,846 0 1,053,174,846 99.5 99.5 

小 計 17,217,201 17,439,798,506 17,284,718,942 2,123,158 17,282,595,784 100.4 99.1 

固定資産税 

純固定資産税 
(1.2.1) 

12,731,231 12,813,251,900 12,756,057,712 947,390 12,755,110,322 100.2 99.5 

交 付 金 
(1.2.2) 

366,829 366,830,800 366,830,800 0 366,830,800 100.0 100.0 

小 計 13,098,060 13,180,082,700 13,122,888,512 947,390 13,121,941,122 100.2 99.6 

軽自動車税 

環境性能割 
(1.3.1) 

10,032 9,691,000 9,691,000 0 9,691,000 96.6 100.0 

種 別 割
(1.3.2) 

136,169 137,930,900 136,493,559 83,500 136,410,059 100.2 98.9 

小 計 146,201 147,621,900 146,184,559 83,500 146,101,059 99.9 99.0 

市たばこ税 
( 1 . 4 . 1 ) 

 1,079,462 1,089,806,658 1,089,806,658 0 1,089,806,658 101.0 100.0 

都市計画税 
( 1 . 5 . 1 ) 

 2,635,172 2,657,745,000 2,644,380,159 222,710 2,644,157,449 100.3 99.5 

合     計 34,176,096 34,515,054,764 34,287,978,830 3,376,758 34,284,602,072 100.3 99.3 

 

(2) 滞納繰越分 

税 目 区 分 
予算額Ａ 

(千円) 
調定額Ｂ 

(円) 
収入済額Ｃ 

(円) 
還付未済額Ｄ 

(円) 
純収入額Ｅ 
(C-D) (円) 

徴収率(%) 

対予算 

E/A 

対調定 

E/B 

市民税 

個 人 
(1.1.1) 

116,368 261,617,147 110,447,324 153,741 110,293,583 94.8 42.2 

法 人 
(1.1.2) 

11,818 10,051,540 3,459,260 42,800 3,416,460 28.9 34.0 

小 計 128,186 271,668,687 113,906,584 196,541 113,710,043 88.7 41.9 

固定資産税 
純固定資産税 
(1.2.1) 

52,802 80,470,831 51,816,209 118,214 51,697,995 97.9 64.2 

軽自動車税 
種 別 割 
(1.3.2) 

1,072 3,048,419 1,020,637 5,000 1,015,637 94.7 33.3 

都市計画税 
( 1 . 5 . 1 ) 

 13,444 21,889,489 12,127,144 27,786 12,099,358 90.0 55.3 

合     計 195,504 377,077,426 178,870,574 347,541 178,523,033 91.3 47.3 



２ 口座振替（現年度課税分） 

区 分 
納税義務者数 

（人） 

調定額Ａ 

（円） 

収入済額Ｂ 

（円） 

徴収率 

B/A (%) 

口座振替

利 用 率 

C/D (%) 

市民税（普徴） 

( 1 . 1 . 1 ) 

口 座 振 替 分 C 7,100 1,325,735,967 1,302,212,588 98.2 

29.3 

令和５年度決算 D 24,262 3,957,436,200 3,822,220,382 96.6 

固定資産税 

( 1 . 2 . 1 ) 

都市計画税 

( 1 . 5 . 1 ) 

口 座 振 替 分 C 32,234 7,623,396,400 7,555,079,100 99.1 

50.2 

令和５年度決算 D 64,235 15,470,996,900 15,400,437,871 99.5 

軽自動車税 

(種別割) 

( 1 . 3 . 2 ) 

口 座 振 替 分 C 2,510 15,711,100 15,436,800 98.3 

10.9 

令和５年度決算 D 23,066 137,930,900 136,493,559 99.0 

合    計 

口 座 振 替 分 C 41,844 8,964,843,467 8,872,728,488 99.0 

37.5 

令和５年度決算 D 111,563 19,566,364,000 19,359,151,812 98.9 

※軽自動車税（種別割）は、納税義務者数ではなく台数 



納税係 

 

１ 不納欠損 

    

区 分 

税 目 

地方税法第18条 

（５年時効） 

地方税法第15条の７ 

第４項（３年消滅） 

地方税法第15条の７ 

第５項（即時消滅） 

件 数（件） 税 額 (円） 件 数（件） 税 額（円） 件 数（件） 税 額（円） 

個人市民税（普徴） 

(1.1.1) 
131 2,278,545 522 11,187,675 24 550,311 

個人市民税（特徴） 

(1.1.1) 
30 328,229 20 625,869 32 163,961 

法 人 市 民 税 

(1.1.2) 
6 300,000 9 519,500 6 343,780 

固 定 資 産 税 

(1.2.1) 

都 市 計 画 税 

（1.5.1） 

48 841,800 54 1,067,600 3 39,000 

軽 自 動 車 税 

(1.3.2) 
5 27,700 43 194,400 0 0 

合 計 220 3,776,274 648 13,595,044 65 1,097,052 

 

２ 警告書(1.1.1ほか)                                  （単位 通） 

令和５年４月 ６月 ９月 11月 令和６年２月 合  計 

1,723 1,075 2,444 2,062 2,055 9,359 

 

３ 休日納税相談窓口(1.1.1ほか) 

開設日数（日） 納税者数（人） 納税件数（件） 納税額（延滞金を含む。）（円） 

18 5 6 142,100 

 



債権回収対策係 

 

１ 債権徴収引継ぎに関する事項 

(1) 債権徴収引継案件選定委員会 

ア 委員 市の職員 ６人 

イ 委員会の開催回数 １回（令和５年12月21日） 

ウ 主な議題 令和６年度引継基準の策定、引継案件の選定等 

※根拠法令：西東京市債権徴収引継案件選定委員会設置要綱 

(2) 滞納整理状況 

期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで 

区分 

徴収権引継 処理状況  

徴収額 

 

    （円） 

返還状況 

人数 

(人) 

金額 

（円） 

差押え 

（件） 

誓約 

（件） 

捜索 

（件） 

換価 

猶予等 

（件） 

完納 

 

（人） 

履行 

監視 

（人） 

執行 

停止 

（人） 

その他 

取下げ等 

（人） 

市税等 

(1.1.1ほか) 
262 83,703,648 69 162 0 7 41,451,889 53 10 5 0 

保育料等 

(12.1.1) 
18 259,375 1 3 0 0 98,775 5 0 0 0 

育成料等 

(13.1.2ほか) 
14 195,000 － 2 － － 163,000 4 1 － 0 

国民健康保険料 

(国民健康保険特別会計) 
211 75,987,927 71 153 0 4 44,352,070 40 11 6 0 

介護保険料 

(介護保険特別会計) 
68 6,051,916 17 30 0 0 5,580,732 16 1 5 0 

後期高齢者医療保険料 

(後期高齢者医療特別会計) 
25 3,962,000 13 10 0 0 2,653,190 7 0 3 0 

合 計 314 170,159,866 66 135 0 7 94,299,656 89 

※合計欄は実数。ただし、返還状況の合計欄は全ての科目を返還した人数 

※徴収権引継金額、徴収額には延滞金は含まない。 

※徴収権引継金額は、徴収引継ぎを行った日現在の未納額 

※市税等には、個人市民税と併せて徴収している都民税相当分を含む。 

※徴収額は、所管課に徴収権を返還したものにあっては、返還日までの収入額 

 

２ 法的措置に関する事項（2.2.3） 

電子メールによる弁護士会法律相談 １件 

 


